
（別 紙）

自治公民館／集会所へ保存水・アルファ米等をお配りします

平成 24 年度から備蓄食糧を助成しています。ただし条件として、自主防災組織の結成を届け出て

おり、自治公民館または集会所で（現在、プレハブ倉庫等の物置は不可としています）、建築基準法

の耐震基準を満たしている場所に保管することです。

① 助成備蓄食糧 一覧

品 名
規 格 単位

世 帯 数

100 未満 100 以上

保存水 2ℓ×6 本／箱 箱 10 20

アルファ米 食 300 600

レトルトカレー 食 300 600

② 食糧の更新について

消費期限の年に改めて申請できます。期限切れとなるものは自主防災組織の訓練等で使い切るなど、

工夫してください。町では引き取りできませんので、ご注意ください。

非常食セットアルファ米保存水


